
子供の貧困対策に関する基本的な方針 

※子どもの貧困対策の推進に関する法律第８条に基づく大綱（平成２６年８月）に

よる。 

 

１ 貧困の世代間連鎖の解消と積極的な人材育成を目指す。 

 

２ 第一に子供に視点を置いて、切れ目のない施策の実施等に配慮する。 

 

３ 子供の貧困の実態を踏まえて対策を推進する。 

 

４ 子供の貧困に関する指標を設定し、その改善に向けて取り組む。 

 

５ 教育の支援では、「学校」を子供の貧困対策のプラットフォームと位置付けて

総合的に対策を推進するとともに、教育費負担の軽減を図る。 

 

６ 生活の支援では、貧困の状況が社会的孤立を深刻化させることのないよう配

慮して対策を推進する。 

 

７ 保護者の就労支援では、家庭で家族が接する時間を確保することや、保護者

が働く姿を子供に示すことなどの教育的な意義にも配慮する。 

 

８ 経済的支援に関する施策は、世帯の生活を下支えするものとして位置付けて

確保する。 

 

９ 官公民の連携等によって子供の貧困対策を国民運動として展開する。 

 

１０ 当面今後５年間の重点施策を掲げ、中長期的な課題も視野に入れて継続的

に取り組む。 
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